
４．その他 

（１）令和８年度湯前町の主な防災施策について 

 

  ① 防災拠点施設の整備について 

   役場の中庭部分に防災拠点施設を新たに整備し、災害対策本部事務局室

として活用する。災害対応に必要な机や椅子、地図、モニターなどを常に

配置しておくことで、有事の際に素早く対応に当たることが可能となる。 

 

  ② 防災士の育成 

 今年度も各地区自主防災組織に協力依頼し、熊本県火の国ぼうさい塾

を受講していただき防災士の有資格者を育成する。 

   令和７年度には４名が防災士の資格を取得。早期に各地区に最低１名の

防災士の資格を有する住民を育成する。 

   

③ 総合防災訓練の実施 

   今年度は総合防災訓練の実施年度。現時点では１１月開催を予定。詳細

が決まり次第、町内・関係機関に周知を行う。 
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